
�愛媛県告示第４２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市豊岡町土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・遠

具地区）の施行を平成１５年２月１９日認可した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市豊岡町土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排

水）・豊田地区）の施行を平成１５年２月１９日認可した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市松柏土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・横尾地区）

の計画の変更を平成１５年２月１９日認可した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４２５号
新居浜市洪水土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・洪水

幹線地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・洪水幹線地区）計画書の写し

� 新居浜市洪水土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月３日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第４２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西条市飯岡地域に係る県営土地改良事業計画を定め

たので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良

事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・皇子地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月３日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�������
�愛媛県告示第４２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、川之江市妻鳥町地域に係る県営土地改良事業計画を

定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。
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平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・上山田地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月３日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

川之江市役所

�������
�愛媛県告示第４２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、関前村から協議のあった土地改良事業（集落環

境整備事業・岡村地区）の計画の変更に平成１５年２月１９日同

意した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４２９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市川の郷町甲１２９、乙２５５の２、乙２５５の３、乙

２５６の１、乙２５６の２、乙２５７、乙２５８、乙２６０、乙２

６４の１から乙２６４の３まで、乙２６５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

川の郷町甲１２９、乙２５５の２、乙２５５の３、乙２

６５

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字北方字苔谷乙１４、乙３３から乙５６まで

、乙５８から乙６６まで、乙６７の１から乙６７の１７まで、乙６８

の１から乙６８の９まで、乙６８の１５、乙６８の２２、乙７９から

乙９６まで、乙１００から乙１１０まで、乙１１２から乙１２０ま

で、乙１２１の２、乙１３０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字苔谷乙３７、乙６７の８から乙６７の１０まで、乙６８の

６から乙６８の９まで、乙１１７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字松瀬川字六畝甲２２６５から甲２２６７まで

、甲２２７７、甲２２７９の１、字古屋乙２６０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字六畝甲２２６６、甲２２７７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

北条市九川字大栗谷甲７３７、甲７３９、甲７４０、乙６３０

、乙６３７の１、乙８７０、字甫殿甲７４４から甲７４６まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

松山市宿野町甲２６１の１、乙２８１の１、乙２８１の３、

乙２８７の１、乙２８７の３

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
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定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに関係市役所及び川内町役場に備え置いて縦覧に供する。

）

�������
�愛媛県告示第４３０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字北引岩乙８１６の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字北引岩乙８１６の１（次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字柳井川字川下５２５６から５２６０まで、

５２９２から５２９５まで、５５１５、５５１６、５５２８から５５３１まで、５５

７５、５５７６、５５７８から５５８０まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字川下５２５６・５２５７・５２５９・５２６０・５２９２・５２９４・５２

９５・５５１５・５５３０・５５７５・５５７６・５５７８・５５７９（以上１３

筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万町大字下野尻乙４４の１・乙５８・乙６２・乙

６３・乙７１（以上５筆について次の図に示す部分に限る。

）、乙４３、乙４４の３から乙４４の６まで、乙６１、乙６６から

乙６９まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字下野尻乙４４の１・乙４４の３・乙７１（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万町大字下畑野川甲７５１の２、甲７５２、甲

７６８、甲７６９、甲７７１の３、甲７７１の４、甲７７６、甲７

７８、甲７７９、甲７８１、甲７８２の１、甲７８２の２、甲７８３

から甲７８６まで、甲７８８から甲７９０まで、甲７９１の１、

甲７９１の２、甲７９２から甲７９７まで、甲７９９から甲８０２

まで、甲８０５の１から甲８０５の３まで、甲８０６、乙１９７

、乙２９５、乙２９６の１、乙３３２、乙３３３、乙３３５、乙３

３７から乙３３９まで、乙３４０の１、乙３４０の３、乙３４１の

１、乙３４１の３、乙３４２、乙３４３、乙３４３の２、乙３４４

の２から乙３４４の１０まで、乙３４４の１２、乙３４４の１３、乙

３４４の１５、乙３４４の１７、乙３４４の１９、乙３４４の２１、乙３

４５の１から乙３４５の３まで、乙３４６の１、乙３４６の３、

乙３４７の１、大字上畑野川乙１０の１、乙１０の４、乙１０の

６、乙１０の７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字下畑野川甲７６８・甲７８３・甲７８６・甲７８８・

甲７９１の１・甲７９２から甲７９４まで・甲７９６・甲７

９９から甲８０１まで・甲８０５の１から甲８０５の３まで

・甲８０６・乙３４４の２・乙３４５の１から乙３４５の３

まで・乙３４６の３（以上２１筆について次の図に示す

部分に限る。）、甲７５１の２、甲７５２、甲７８４、甲

７８５、甲７８９

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。
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５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡美川村上黒岩１９２９（次の図に示す部分に限る

。）

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町立山４７３９の２、４７４１の２、４７４１の３、４７

４８の１、４７４９の１、４７５０、４７５１、４７５２の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に

供する。）

�������
�愛媛県告示第４３１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

温泉郡重信町大字山之内字西河原樋乙１２６７の３から乙１２

６７の５まで・乙１２８４の３（以上４筆について次の図に示す

部分に限る。）、乙１２８４の７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び重信町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４３２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡小田町大字本川３７３７の７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４３３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡肱川町大字宇和川７５９の４、７６０の６、７６１の７

、７６１の８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４３４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊予三島市

伊予三島市宮川四丁目６番５５号

代表者 市長 篠永善雄

伊予三島市中之庄町２１７番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

伊予三島市寒川町字大門４７６５番５３の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次直線で結んだ線並びに
の地点と
�の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．
＋３．８０メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（伊予三島市寒川町 江元 三等三角点）は、

北緯３３度５８分１１．６７４１秒、東経１３３度３０分１９．８８６２秒の

地点

�の地点は、基点から真北２６０度４４分３５秒３１８．２８メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２７４度３５分０１秒２２．
３８メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５３度３６分２７秒３．２０
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メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５４度０６分４３秒７．６１
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５１度３１分５４秒６．６９
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北０度２４分１０秒６．３１メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北６９度４６分４９秒７．８５メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北６７度２３分１４秒９．０４メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北６１度１９分２３秒１．７１メ
ートルの地点

	の地点は、�の地点から真北３３度１３分４８秒６．０７メ
ートルの地点


の地点は、	の地点から真北３２度３９分３０秒１４．６５
メートルの地点

ウ 面積

８１３．４３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

伊予三島市寒川町字大門４７６５番５３から同字取芽矢３８

５７番１までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の各地点を順次直線で結んだ線及び�の地点と�
の地点を結んだ線により囲まれた区域

基点（伊予三島市寒川町 江元 三等三角点）は、

北緯３３度５８分１１．６７４１秒、東経１３３度３０分１９．８８６２秒の

地点

�の地点は、基点から真北２５９度１１分１７秒３１３．２８メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２７４度３７分２４秒３０．
４７メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２９８度４４分５５秒０．５８
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２７４度１５分５７秒５．４０
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２７１度０６分４２秒６．６２
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２６９度１３分５１秒８．１６
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２６３度４９分２９秒１５．
６３メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２６０度３２分３０秒９．９０
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２６０度３８分４６秒２０．
４０メートルの地点

	の地点は、�の地点から真北３２８度４７分１１秒８．７５
メートルの地点


の地点は、	の地点から真北２７０度０２分４１秒１７．
９１メートルの地点

�の地点は、
の地点から真北５８度２４分３２秒７９．８１
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５６度２９分４３秒４３．
８７メートルの地点

の地点は、�の地点から真北８４度３１分５８秒３０．７９
メートルの地点

�の地点は、の地点から真北１７７度５９分３７秒２０．
９３メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北８５度１８分４４秒２８．３１
メートルの地点

ウ 面積

６，０１５．８６平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 ６１０平方メートル

水路用地 約 ２００平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１５年２月２０日

�������
�愛媛県告示第４３５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西海町

南宇和郡西海町船越１２８９番地１

代表者 町長 中田 廣

南宇和郡西海町船越１２９１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡西海町中泊７７１番２地先の公有水面

イ 区域

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線、７点

と８点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界線並

びに８点と１点を結ぶ平成１４年６月２８日付け愛媛県告

示第１２４６号でしゅん功認可の告示がされた埋立地と公

有水面との境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メートルより

決定）により囲まれた区域

基点（南宇和郡西海町中泊７７１番２地先の町道中泊

赤崎鼻線の道路端に設置された金属鋲）は、北緯３２度

５６分２０秒、東経１３２度２９分００秒の地点

１点は、基点から真北３０９度０８分２４秒３６．３７メート

ルの地点

２点は、１点から真北３１度２５分１２秒２６．３０メートル

の地点

３点は、２点から真北１２１度２５分４８秒１．００メートル

の地点

４点は、３点から真北３１度２５分１２秒３．４０メートルの

地点

５点は、４点から真北３０１度２５分４８秒１．００メートル

の地点

６点は、５点から真北３１度２５分１２秒２３．６４メートル
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の地点

７点は、６点から真北１２１度２５分４８秒２２．５１メート

ルの地点

８点は、７点から真北２０１度３５分０５秒５４．１１メート

ルの地点

ウ 面積

１，５５２．９３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡西海町中泊７７０番１から同９３６番に至る間

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＥ点までを順次直線で結んだ線及びＥ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡西海町中泊７７１番２地先の町道中泊

赤崎鼻線の道路端に設置された金属鋲）は、北緯３２度

５６分２０秒、東経１３２度２９分００秒の地点

Ａ点は、基点から真北２３３度３３分３６秒５．４８メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３０１度２２分４８秒７３．９９メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３１度２５分１２秒１０３．３８メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１２１度２５分４８秒６２．９７メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２０３度３２分２４秒７２．０９メート

ルの地点

ウ 面積

７，１９４．８０平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１５年２月２１日

�愛媛県告示第４３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川丹原線
周桑郡丹原町大字長野２２８０番２地先から

同町大字来見乙１番１地先まで

旧 １１．５～２０．５ ０．１７４

新 １３．５～３２．０ ０．１７４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
周桑郡丹原町大字長野２２８０番２地先から

同町大字来見乙１番１地先まで
平成１５年３月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷２号１８６番から

同郡双海町大字上灘戊３５８番１まで

旧 ６．０～８．０ ０．０８９

新 ８．０～２８．０ ０．０９１

��������������
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�愛媛県告示第４３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷２号１８６番から

同郡双海町大字上灘戊３５８番１まで
平成１５年２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線 西宇和郡三崎町串３５７番
旧 ５．０～５．６ ０．０２５

新 ５．０～９．０ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 佐田岬三崎線 西宇和郡三崎町串３５７番 平成１５年２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字豊岡６９０番１地先から

同大字７８２番１地先まで

旧 ８．４～１０．８ ０．０３２

新 ８．４～１０．８ ０．０３２

〃 〃
北宇和郡松野町大字豊岡４１３番１地先から

同郡広見町大字出目２５３１番３地先まで

旧 ７．６～２２．０ ０．２７５

新 ９．５～５１．０ ０．２７５
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�愛媛県告示第４４４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

温泉郡川内町大字南方字森１８６１番３

２ 申請人の住所氏名

周桑郡小松町大字明穂甲５７４番地

近藤産業株式会社

代表取締役 近藤 博明

３ 図面省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県広報紙県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び

配送

� 調達物品名及び数量

愛媛県広報紙県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び

配送（毎月５７３，３５０部、１２回発行） 一式

� 調達物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 履行期間

契約締結の日から平成１６年３月３１日まで

� 納入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パ－セントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「印刷・製本類」について

平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するも

の

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 仕様書に定める納入期日に確実に納入できる体制が整

備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１５年４月１０日（木）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年４月１０日（木）午後２時

愛媛県総務部総務管理課会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字豊岡６９０番１地先から

同大字７８２番１地先まで
平成１５年２月２８日

〃 〃
北宇和郡松野町大字豊岡４１３番１地先から

同郡広見町大字出目２５３１番３地先まで
〃

公 告
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� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Printing
related to５７３，３５０×１２copies of Ehime Prefecture's newsletter
�Sawayaka Ehime�

� Time limit of tender：２：００p．m．，１０April２００３
� For further information，please contact：Supplies Procurement
Section，General Administration Division，General Affairs
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，
Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２１５６

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年２月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第２５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関

する報告書について、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成１５年２月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１２年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第一選挙区支部

報告年月日 Ｈ１３．３．１９

１ 収 入 総 額 ７６，３３６，０７６円

前年繰越額 ５，１３３，０５２円

本年収入額 ７１，２０３，０２４円

２ 支 出 総 額 ７４，９７４，１２４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，３６１，９５２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（３，６５０人） １３，３１０，０００円

寄附 ３４，４９０，０００円

個人分 ３，２５０，０００円

団体分 １７，１９０，０００円

政治団体分 １４，０５０，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

２１，５００，０００円

自由民主党本部 ２１，５００，０００円

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年２月１９日 特定非営利活動法人
日本レスキュー支援協会 妻 鳥 圭 志 新居浜市南小松原町８番６６号 この法人は、海、山、川等の野外活動を行

う方々および、障害者・高齢者とその家族
等に対して、緊急時の救援等に関する事業
を行い、人命救助や福祉の増進を図り、広
く公益に貢献することを目的とする。

選挙管理委員会告示
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その他の収入 １，９０３，０２４円

１件１０万円未満のもの １，９０３，０２４円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

田中 正和 １，０００，０００円 東京都世田谷区

水口 慶一 ５００，０００円 千葉県鎌ヶ谷市

妹尾 一平 ５００，０００円 神奈川県川崎市

年間５万円以下のもの １，２５０，０００円

（団体分）

トーマツ ５００，０００円 東 京 都 港 区

伊予鉄道 １，５００，０００円 松 山 市

愛媛日野自動車 ２００，０００円 松 山 市

伊予鉄タクシー １００，０００円 松 山 市

伊予鉄会館 １００，０００円 松 山 市

いよてつそごう １，０００，０００円 松 山 市

ケイ・アンド・ケイ ３００，０００円 東京都千代田区

かしま １，０００，０００円 松 山 市

杉仲工務店 １００，０００円 松 山 市

愛媛レンダースエクスチェンジ ５００，０００円 松 山 市

松崎工務店 ５００，０００円 滋賀県蒲生郡蒲生町

住研 ３００，０００円 大阪府吹田市

中西組 ２００，０００円 松 山 市

スポーツ振興愛媛ハイランド開発 １００，０００円 上浮穴郡久万町

昭和技術工業 ３００，０００円 福井県敦賀市

ニッシン ５００，０００円 松 山 市

セントラル ６００，０００円 松 山 市

今治造船 １，０００，０００円 今 治 市

エステツイン本舗 ２００，０００円 松 山 市

日本薬剤士会 ５００，０００円 東京都渋谷区

全国美容業環衛同業組合連合会 １，０００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県貸金業協会松山支部 ５００，０００円 松 山 市

全国青色申告会総連合 ３００，０００円 東京都千代田区

日本消費者金融協会四国支部 ５００，０００円 松 山 市

日本薬品卸業連合会 ５００，０００円 東京都中央区

年間５万円以下のもの ４，８９０，０００円

（政治団体分）

日本医師連盟 ６，０００，０００円 東京都文京区

ＴＫＣ全国政経研究会 １，０００，０００円 松 山 市

ＴＫＣ四国政治研究会 ２００，０００円 松 山 市

全国美容政治連盟 １，０００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県不動産政治連盟 １５０，０００円 松 山 市

全国たばこ耕作者政治連盟 １００，０００円 東 京 都 港 区

全国小売酒販政治連盟 ２００，０００円 東京都目黒区

日本薬業政治連盟 ５００，０００円 東京都中央区

製薬産業政治連盟 ３，０００，０００円 東京都中央区

日本精神病院協会政治連盟 ３００，０００円 東 京 都 港 区

日本薬剤士連盟 １，０００，０００円 東京都渋谷区

日本商工連盟 ５００，０００円 東京都中央区

日本看護連盟愛媛支部 １００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １６，９５７，７４４円

人件費 ２，４００，０００円
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光熱水費 ２，９１１，１２３円

備品・消耗品費 ５，４１０，４１５円

事務所費 ６，２３６，２０６円

政治活動費 ５８，０１６，３８０円

組織活動費 ３，７０７，３８７円

機関紙誌の発行その他の事業費 １３，５１３，２３１円

機関紙誌の発行事業費 ２，６２５，３２０円

宣伝事業費 １０，８８７，９１１円

寄附・交付金 ４０，７９５，７６２円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出）

２０，０００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第一選挙区支部

報告年月日 Ｈ１３．３．１９

１ 収 入 総 額 ７６，３３６，０７６円

前年繰越額 ５，１３３，０５２円

本年収入額 ７１，２０３，０２４円

２ 支 出 総 額 ７４，９７４，１２４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，３６１，９５２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（３，６５０人） １３，３１０，０００円

寄附 ３４，４９０，０００円

個人分 １，２５０，０００円

団体分 １９，１９０，０００円

政治団体分 １４，０５０，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

２１，５００，０００円

自由民主党本部 ２１，５００，０００円

その他の収入 １，９０３，０２４円

１件１０万円未満のもの １，９０３，０２４円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

年間５万円以下のもの １，２５０，０００円

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（団体分）

トーマツ ５００，０００円 東 京 都 港 区

伊予鉄道 １，５００，０００円 松 山 市

愛媛日野自動車 ２００，０００円 松 山 市

伊予鉄タクシー １００，０００円 松 山 市

伊予鉄会館 １００，０００円 松 山 市

いよてつそごう １，０００，０００円 松 山 市

ケイ・アンド・ケイ ３００，０００円 東京都千代田区

かしま １，０００，０００円 松 山 市

杉仲工務店 １００，０００円 松 山 市

愛媛レンダースエクスチェンジ ５００，０００円 松 山 市

松崎工務店 ５００，０００円 滋賀県蒲生郡蒲生町

住研 ３００，０００円 大阪府吹田市

中西組 ２００，０００円 松 山 市

スポーツ振興愛媛ハイランド開発 １００，０００円 上浮穴郡久万町

田中土建工業 ２，０００，０００円 東京都新宿区

昭和技術工業 ３００，０００円 福井県敦賀市

ニッシン ５００，０００円 松 山 市

セントラル ６００，０００円 松 山 市
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今治造船 １，０００，０００円 今 治 市

エステツイン本舗 ２００，０００円 松 山 市

日本薬剤士会 ５００，０００円 東京都渋谷区

全国美容業環衛同業組合連合会 １，０００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県貸金業協会松山支部 ５００，０００円 松 山 市

全国青色申告会総連合 ３００，０００円 東京都千代田区

日本消費者金融協会四国支部 ５００，０００円 松 山 市

日本薬品卸業連合会 ５００，０００円 東京都中央区

年間５万円以下のもの ４，８９０，０００円

（政治団体分）

日本医師連盟 ６，０００，０００円 東京都文京区

ＴＫＣ全国政経研究会 １，０００，０００円 松 山 市

ＴＫＣ四国政治研究会 ２００，０００円 松 山 市

全国美容政治連盟 １，０００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県不動産政治連盟 １５０，０００円 松 山 市

全国たばこ耕作者政治連盟 １００，０００円 東 京 都 港 区

全国小売酒販政治連盟 ２００，０００円 東京都目黒区

日本薬業政治連盟 ５００，０００円 東京都中央区

製薬産業政治連盟 ３，０００，０００円 東京都中央区

日本精神病院協会政治連盟 ３００，０００円 東 京 都 港 区

日本薬剤士連盟 １，０００，０００円 東京都渋谷区

日本商工連盟 ５００，０００円 東京都中央区

日本看護連盟愛媛支部 １００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １６，９５７，７４４円

人件費 ２，４００，０００円

光熱水費 ２，９１１，１２３円

備品・消耗品費 ５，４１０，４１５円

事務所費 ６，２３６，２０６円

政治活動費 ５８，０１６，３８０円

組織活動費 ３，７０７，３８７円

機関紙誌の発行その他の事業費 １３，５１３，２３１円

機関紙誌の発行事業費 ２，６２５，３２０円

宣伝事業費 １０，８８７，９１１円

寄附・交付金 ４０，７９５，７６２円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出）

２０，０００，０００円

平成１５年２月２８日 印刷
平成１５年２月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１８４
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